
利用者視点を踏まえた ICT サービス係る諸問題に関する研究会 

第１０回会合 議事要旨 

 

１ 日時 平成２３年７月２０日（火）10:30～12:00 

２ 場所 総務省８階 第１特別会議室 

３ 出席者（敬称略） 

 ○構成員 

   相田構成員（座長代理）、岡村構成員、木村構成員、清原構成員、桑子構成員、 

野原構成員、藤原構成員、堀部構成員（座長） 

  （欠席：國領構成員、長田構成員、別所構成員、松本構成員） 

○ワーキンググループ主査 

 長谷部主査、宍戸主査代理、藤川主査代理 

 ○総務省 

  平岡総務副大臣、 

  小笠原総務審議官、桜井総合通信基盤局長、原口電気通信事業部長、 

  安藤総合通信基盤局総務課長、古市事業政策課長、髙﨑情報通信政策総合研究官、 

  鈴木消費者行政課長、小川消費者行政課企画官、 

  松井消費者行政課課長補佐、園田消費者行政課課長補佐、長瀬消費者行政課課長補佐、 

  岡井消費者行政課課長補佐、久保田消費者行政課課長補佐 

 

４ 議事 

 （１）開会 

 （２）平岡総務副大臣挨拶 

 （３）議題 

  （ア）青少年インターネットＷＧ提言（案）について 

  （イ）「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言（案）」のパブリックコメントの結

果及び提言取りまとめについて 

  （ウ）「プロバイダ責任制限法検証に関する提言（案）」のパブリックコメントの結果

及び提言取りまとめについて 

  （エ）その他 

 （４）閉会 

 

５ 議事要旨 

（１）青少年インターネットＷＧ提言（案）について 

・資料１－１及び資料１－２に基づき、青少年インターネットＷＧ提言（案）につい

て、中間報告以降議論を深めた点を中心に、藤川主査代理から説明が行われた。あ

わせて座長より、青少年保護・バイ・デザイン（ＰＣＯ ｂｙ Ｄｅｓｉｇｎ）の提

唱、ＯＥＣＤを中心とした国際的な取組みの動きについて説明があった。 

・主なやりとりは以下のとおり。 



（清原構成員） 

・提言案の内容についてはこの方向で公表して頂きたい。提言に「青少年保護の進展

を目指して」「青少年保護の実現を目指して」といった副題がつくということも一つ

のあり方ではないか。 

・３８ページの関係者の協働という点は重要。安心ネットづくり促進協議会の活動は

もっと活性化が必要。 

・５６ページにあるように事業者毎の役割に沿ってまとめてもらったことは重要。こ

れまでユニバーサル・デザイン、情報バリアフリーが強調されてきた。デザインの

理念の中に「青少年保護」という視点が強調されたことは重要。 

（岡村構成員） 

・海外ではスマートフォンの増加により回線負担が増加し、定額制が崩れつつある。

スマートフォンは無線ＬＡＮを介しての提供が増えると思われることから、無線Ｌ

ＡＮでの使用について検討を引き続き行う必要がある。 

・タブレットＰＣが増えており、ＰＣも携帯電話回線を使う方向に移行していくこと

も考えられるので、１７条の提供関係の切り分けについて検討していく必要がある。 

（藤原構成員） 

・報告書の全体構成は良いと思う。 

・青少年と言えば１８歳未満を一括りにしているが、年齢に応じた適切な環境整備が

大切であり、２～３段階で年齢を設定する環境を作っていく必要がある。 

・実名を使うコミュニティがある一方で、学校名・実名を悪用する大人がいることか

ら生徒に対しネット上では実名を伏せるよう指導せざるを得ず、何かゆがんだリテ

ラシーをインプットしている気がする。積極的に使いながらリテラシーを高める姿

勢を入れて頂きたい。 

（座長） 

・６月にＯＥＣＤにおいて、青少年へのリテラシーに関するガイドライン等を検討し

て欲しいと提案してきた。 

（岡村構成員） 

・アクセスするとウィルスに感染するサイトが増えている。セキュリティ的に危ない

サイトを、ユーザーが自主的にフィルタリングの対象に追加可能な仕組み作りにつ

き、今後の課題として検討が必要。 

 

（２）「迷惑メールへの対応の在り方に関する提言（案）」のパブリックコメントの結果及

び提言取りまとめについて 

・資料２－１に基づきパブリックコメントに寄せられた意見に対する考え方について、

資料２－２及び資料２－３に基づきパブリックコメント結果等に伴う提言（案）の

修正について、事務局から説明が行われ、修正された提言（案）のとおり承認され

た。 

 

（３）「プロバイダ責任制限法検証に関する提言（案）」のパブリックコメントの結果及び



提言取りまとめについて 

・資料３－１及び資料３－２に基づきパブリックコメントに寄せられた意見に対する

考え方について、資料３－３及び資料３－４に基づきパブリックコメント結果等に

伴う提言（案）の修正について、長谷部主査から説明が行われ、意見交換の後、修

正された提言（案）のとおり承認された。 

・主なやりとりは以下のとおり。 

（座長） 

・本日欠席の長田構成員から意見を頂戴しているので紹介する。 

・（長田構成員意見）現在のプロバイダ責任制限法では、「情報の流通」によって直接

権利侵害が生じた場合だけが対象とされており、インターネット上で詐欺情報が流

通した場合については対象となっていない。今後、インターネット上での詐欺被害

に対して対策をとってもらいたい。 

（長谷部主査） 

・詐欺情報は、プロバイダ等において、流通している当該情報のみでは権利侵害の有

無が判断できないものであり、プロバイダ責任制限法の対象とした場合、権利侵害

が存在しないのに発信者情報が開示されるというリスクが高まり、発信者のプライ

バシーや通信の秘密、表現の自由といった重大な権利を侵害するリスクも高まる可

能性がある。また、自己の管理下にある設備に蔵置されたデータしか保有しないプ

ロバイダ等において適切な主張立証をなしえないという問題があると考えられる。

すると、プロバイダ責任制限法に関する検討のみにおいて一定の結論を得ることは

困難であり、被害者からの訴え提起を可能ならしめるための情報収集手段の在り方

という訴訟制度全体に関係する問題として検討すべきものであり、関係省庁をはじ

め幅広く議論する必要があると考えられる。 

（事務局） 

・インターネット上で詐欺被害が生じている状況は十分認識している。提言を踏まえ、

総務省としても、何ができるか今後の課題として考えていきたい。 

（桑子構成員） 

・提言の内容は適切な取りまとめだと思う。通信業界としてもプロバイダ責任制限法

のガイドライン検討協議会を著作権団体、通信団体と設置して適切な運用に努めて

いる。協議会としてもガイドラインの見直しを適切に進めていきたい。 

 

 

・青少年インターネットＷＧ提言（案）は、今週中にパブリックコメントに付す予定。 

・次回の第１１回会合はパブリックコメント終了後を予定。 

 

 

以上 


